
　　　八街市指定ごみ袋受注管理一般廃棄物処理手数料収納管理業務公募型プ

ロポーザル選定委員会設置要綱  

　（目的）  

第１条　この要綱は、八街市指定ごみ袋受注管理一般廃棄物処理手数料収納管

理業務（以下「本業務」という。）の委託について、その事業者を選定す

るために必要な事項を定めることを目的とする。  

　（設置）  

第２条　前条の目的を達成するため、八街市指定ごみ袋受注管理一般廃棄物処

理手数料収納管理業務公募型プロポーザル選定委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。  

　（所掌事務）  

第３条　委員会は、本業務の事業者の選定について、審査を行うものとする。  

　（組織）  

第４条　委員会は委員長及び委員をもって組織する。  

２　委員長は、経済環境部長をもって充て、会務を総理する。  

３　会議の議長は、委員長をもって充てる。  

４　委員長に事故あるときは、総務部長の職にある者が委員長の職務を代理す

る。  

５　委員会の委員は、次の者をもって充てる。  

　（１）総務部長  

　（２）経済環境部長  

（３）総務部企画政策課長  

　（４）総務部財政課長  

　（５）総務部システム管理課長  

　（６）経済環境部環境課長  

　（７）経済環境部クリーン推進課長  

　（８）会計管理者  

　（会議）  

第５条　委員会の会議は、委員長が招集する。  



２　委員会の会議は、委員長がその議長となる。  

３　委員会の会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ開くことができな　

い。  

　（庶務）  

第６条　委員会の庶務は、経済環境部クリーン推進課において処理する。  

　（報告）  

第７条　委員長は、委員会の会議の結果を速やかに市長に報告しなければなら　

ない。  

　（秘密の保持）  

第８条　委員会の会議結果については、部外者に漏れないよう秘密の保持に注　

意しなければならない。  

　（補則）  

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。  

　　　附　則  

　（施行期日）  

１　この要綱は、令和７年１０月３０日から施行する。  

　（廃止）  

２　この要綱は、本業務の執行に係る事業者の選定の完了した日をもって廃　

止する。


